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(57)【要約】
【課題】ユーザごとに設定された範囲において電子コン
テンツの試聴を可能にするための電子コンテンツの公開
範囲制御システムを提供する。
【解決手段】アクセス権の無いコンテンツをユーザが閲
覧する際に、コンテンツを一部公開して試聴可能とする
場合、そのユーザが既にアクセス権を持つ他のコンテン
ツの量によって、試聴範囲を変動させる。すなわち、過
去に多く購入していれば、多くの範囲を試聴でき、ユー
ザにとっては、過去にそのコンテンツ管理者に多くの貢
献をしていれば、多くの部分を試聴できる。またコンテ
ンツの管理者は、過去の行動から今後の貢献が期待でき
るユーザに対してのみ試聴範囲を拡大させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して複数のコンテンツを管理者が複数のユーザへ公開する範囲をそれ
ぞれ制御するための電子コンテンツの公開範囲制御システムにおいて、
　複数の前記コンテンツを識別するためのコンテンツＩＤと、
　複数の前記ユーザを識別するためのユーザＩＤと、
　前記ユーザが自身の前記ユーザＩＤを入力してログインするためのログイン手段と、
　前記コンテンツＩＤごとに、前記コンテンツと、当該コンテンツの出力を許可する前記
ユーザの前記ユーザＩＤとを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、
　前記ユーザＩＤごとに前記管理者から前記コンテンツの公開を許可された量を示す貢献
度を記憶する貢献度記憶手段と、
　前記ユーザあるいは前記管理者が出力する前記コンテンツの前記コンテンツＩＤを含む
出力要求を入力するための出力要求入力手段と、
　前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力された前
記ユーザＩＤが出力を許可するユーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されていない
場合には、前記貢献度記憶手段を参照し、当該ユーザＩＤに対する前記貢献度に応じて、
前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤの前記コンテンツを出力する範囲を決定して
出力するためのコンテンツ出力手段と、
を備えることを特徴とする電子コンテンツの公開範囲制御システム。
【請求項２】
　前記ログインした前記ユーザが前記コンテンツ記憶手段に記憶されている前記コンテン
ツを編集するための編集手段を備え、
　前記貢献度記憶手段は、前記ユーザＩＤごとに該ユーザが前記コンテンツを編集した量
を示す貢献度を記憶するための貢献度記憶手段であることを特徴とする請求項１に記載の
電子コンテンツの公開範囲制御システム。
【請求項３】
　ネットワークを介して複数のコンテンツを管理者が複数のユーザへ公開する範囲をそれ
ぞれ制御するための電子コンテンツの公開範囲制御システムにおいて、
　複数の前記コンテンツを識別するためのコンテンツＩＤと、
　複数の前記ユーザを識別するためのユーザＩＤと、
　前記ユーザが自身の前記ユーザＩＤを入力してログインするためのログイン手段と、
　前記コンテンツを複数の部分に分割するためのコンテンツ分割手段と、
　前記分割された部分ごとに含まれる特徴語を抽出するための特徴語抽出手段と、
　前記コンテンツＩＤごとに前記部分に分割された前記コンテンツと、前記部分に含まれ
る特徴語と、当該コンテンツの出力を許可する前記ユーザの前記ユーザＩＤと、を共に記
憶するためのコンテンツ記憶手段と、
　前記ユーザあるいは前記管理者が出力する前記コンテンツの前記コンテンツＩＤを含む
出力要求を入力するための出力要求入力手段と、
　前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力された前
記ユーザＩＤが出力を許可する前記ユーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されてい
ない場合には、当該ユーザＩＤが出力を許可するユーザとして記憶されている前記コンテ
ンツＩＤを前記コンテンツ記憶手段から抽出し、前記抽出された前記コンテンツＩＤの各
部分に含まれる前記特徴語を前記コンテンツ記憶手段から抽出し、前記抽出された前記特
徴語と、前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤの前記部分に含まれる前記特徴語と
が一致する場合に、当該部分を出力するためのコンテンツ出力手段と、
を備えることを特徴とする電子コンテンツの公開範囲制御システム。
【請求項４】
　前記ログインした前記ユーザが前記コンテンツ記憶手段に記憶されている前記コンテン
ツを編集するための編集手段と、
　前記ユーザＩＤごとに、該ユーザが前記編集手段によって編集した前記コンテンツに含
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まれる前記特徴語を記憶するための貢献度記憶手段と、
　前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力されたユ
ーザＩＤが出力を許可するユーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されていない場合
には、当該ユーザＩＤに対して記憶されている前記特徴語を前記貢献度記憶手段から抽出
し、前記抽出された前記特徴語と、前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤの前記部
分に含まれる前記特徴語とが一致する場合に、当該部分を出力するための前記コンテンツ
出力手段と、
を備えることを特徴とする請求項３に記載の電子コンテンツの公開範囲制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して公開する電子コンテンツの公開範囲を制御する技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ａｍａｚｏｎ（登録商標）やｉＴｕｎｅｓ（登録商標）など、インターネット上
で書籍や音楽、動画などの電子コンテンツを購入できるサービスが存在する。これらのサ
ービスにおいて、ユーザは未購入のコンテンツの内容であっても、事前に閲覧・試聴する
（以下、試聴と呼ぶ）ことができる。ユーザにとって試聴は、購入するかどうかの判断材
料に有用であるというメリットがある。また、著作権者にとっては、そのコンテンツの魅
力をユーザに伝え、購入意欲を増す事が期待できるというメリットがある。
【０００３】
　しかし、無料でコンテンツの大部分を公開してしまうと、ユーザはそのコンテンツを購
入する動機が薄れるため、コンテンツの著作権者は小範囲の一部分のみを公開することが
多い（書籍の目次や、音楽、動画の開始から数十秒など）。
【０００４】
　コンテンツの一部分を公開する先行技術としては、コンテンツの部分ごとにアクセス権
を設定することや、コンテンツの一部分を隠してユーザに表示する技術が示されている（
特許文献１、２参照）。
【０００５】
　また、Ｗｅｂ上の掲示板で、管理者に承認された会員以外のユーザはその掲示板を閲覧
することができないように非公開となっている場合がある。非公開のＷｅｂ掲示板におい
ても、会員以外にその一部分を公開すること（試聴）は、ユーザが会員となるかどうかの
判断材料として有用であり、また、管理者がその掲示板の魅力をユーザに伝えることで参
加意欲を増し、会員を増加させることができるメリットがある。
【特許文献１】特開２００３－０３２６５２号公報
【特許文献２】特開２００４－３２６６４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら従来のこうしたサービスにおいて、試聴のためのコンテンツの公開範囲は
、著作権者などコンテンツの管理者が決定するため、すべてのユーザに対して同一となり
、各ユーザの興味や過去の行動を考慮した適切な公開範囲を設定することができなかった
。
【０００７】
　また、試聴のための公開範囲は一律に小範囲とならざるを得ず、試聴によって購入意欲
や参加意欲を刺激するというメリットを得ることは難しかった。
【０００８】
　本発明の目的は、上記に鑑みてなされたものであり、ユーザごとに設定された範囲にお
いて電子コンテンツの試聴を可能にするための電子コンテンツの公開範囲制御システムを
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提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために請求項１に記載の本発明は、ネットワークを介して複数のコ
ンテンツを管理者が複数のユーザへ公開する範囲をそれぞれ制御するための電子コンテン
ツの公開範囲制御システムにおいて、複数の前記コンテンツを識別するためのコンテンツ
ＩＤと、複数の前記ユーザを識別するためのユーザＩＤと、前記ユーザが自身の前記ユー
ザＩＤを入力してログインするためのログイン手段（例えば、図５に記載のステップＳ１
０に対応する。）と、前記コンテンツＩＤごとに、前記コンテンツと、当該コンテンツの
出力を許可する前記ユーザの前記ユーザＩＤとを記憶するためのコンテンツ記憶手段（例
えば、図１に記載の動画保存部５に対応する。）と、前記ユーザＩＤごとに前記管理者か
ら前記コンテンツの公開を許可された量を示す貢献度を記憶する貢献度記憶手段（例えば
、図１に記載の購入者情報保存部６に対応する。）と、前記ユーザあるいは前記管理者が
出力要求する前記コンテンツの前記コンテンツＩＤを入力するための出力要求入力手段（
例えば、図５に記載のステップＳ１３に対応する。）と、前記出力要求に含まれる前記コ
ンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力された前記ユーザＩＤが出力を許可するユ
ーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されていない場合には、前記貢献度記憶手段を
参照し、当該ユーザＩＤに対する前記貢献度に応じて、前記出力要求に含まれる前記コン
テンツＩＤの前記コンテンツを出力する範囲を決定して出力するためのコンテンツ出力手
段（例えば、図５に記載のステップＳ１５～Ｓ１７に対応する。）と、を備える。
【００１０】
　また、請求項２に記載の本発明は、請求項１において、前記ログインした前記ユーザが
前記コンテンツ記憶手段に記憶されている前記コンテンツを編集するための編集手段（例
えば、図１３に記載する掲示板サーバ１２に対応する。）を備え、前記貢献度記憶手段は
、前記ユーザＩＤごとに該ユーザが前記コンテンツを編集した量を示す貢献度を記憶する
ための貢献度記憶手段（例えば、図１３に記載の参加者情報保存部１５に対応する。）で
ある。
【００１１】
　また、請求項３に記載の本発明は、ネットワークを介して複数のコンテンツを管理者が
複数のユーザへ公開する範囲をそれぞれ制御するための電子コンテンツの公開範囲制御シ
ステムにおいて、複数の前記コンテンツを識別するためのコンテンツＩＤと、複数の前記
ユーザを識別するためのユーザＩＤと、前記ユーザが自身の前記ユーザＩＤを入力してロ
グインするためのログイン手段（例えば、図１０に記載のステップＳ１０に対応する。）
と、前記コンテンツを複数の部分に分割するためのコンテンツ分割手段（例えば、図２に
記載のステップＳ３に対応する。）と、前記分割された部分ごとに含まれる特徴語を抽出
するための特徴語抽出手段（例えば、図８に記載のステップＳ３１～Ｓ３４に対応する。
）と、前記コンテンツＩＤごとに前記部分に分割された前記コンテンツと、前記部分に含
まれる特徴語と、当該コンテンツの出力を許可する前記ユーザの前記ユーザＩＤと、を共
に記憶するためのコンテンツ記憶手段（例えば、図７に記載の動画保存部５とキーワード
保存部７とを合わせたものに対応する。）と、前記ユーザあるいは前記管理者が出力する
前記コンテンツの前記コンテンツＩＤを含む出力要求を入力するための出力要求入力手段
（例えば、図１０に記載のステップＳ１３に対応する。）と、前記出力要求に含まれる前
記コンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力された前記ユーザＩＤが出力を許可す
る前記ユーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されていない場合には、当該ユーザＩ
Ｄが出力を許可するユーザとして記憶されている前記コンテンツＩＤを前記コンテンツ記
憶手段から抽出し、前記抽出された前記コンテンツＩＤの各部分に含まれる前記特徴語を
前記コンテンツ記憶手段から抽出し、前記抽出された前記特徴語と、前記出力要求に含ま
れる前記コンテンツＩＤの前記部分に含まれる前記特徴語とが一致する場合に、当該部分
を出力するためのコンテンツ出力手段（例えば、図１０に記載のステップＳ４０～Ｓ４４
に対応する。）と、を備える。
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【００１２】
　また、請求項４に記載の本発明は、請求項３において、前記ログインした前記ユーザが
前記コンテンツ記憶手段に記憶されている前記コンテンツを編集するための編集手段（例
えば、図１３に記載する掲示板サーバ１２に対応する。）と、前記ユーザＩＤごとに、該
ユーザが前記編集手段によって編集した前記コンテンツに含まれる前記特徴語を記憶する
ための貢献度記憶手段（例えば、図１３に記載の参加者情報保存部１５に対応する。）と
、前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤに対して前記ログイン手段に入力されたユ
ーザＩＤが出力を許可するユーザとして前記コンテンツ記憶手段に記憶されていない場合
には、当該ユーザＩＤに対して記憶されている前記特徴語を前記貢献度記憶手段から抽出
し、前記抽出された前記特徴語と、前記出力要求に含まれる前記コンテンツＩＤの前記部
分に含まれる前記特徴語とが一致する場合に、当該部分を出力するための前記コンテンツ
出力手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ユーザごとに設定された範囲において電子コンテンツの試聴を可能に
するための電子コンテンツの公開範囲制御システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
＜第１の実施の形態＞
　図１に、本発明の第１の実施の形態の構成図を示す。図１には、インターネットやＩＳ
ＤＮ網および携帯電話網等などの情報通信ネットワーク全般を含む情報ネットワーク４と
、この情報ネットワーク４に接続された管理者端末１と、ユーザ端末２と、動画配信サー
バ３と、この動画配信サーバ３に接続されて配信するコンテンツを保存している動画保存
部５および購入者情報保存部６と、が示されている。なお、動画保存部５に保存されてい
るコンテンツは著作権による保護がなされており、必要に応じて複製等の規制処理が施さ
れていてもよい。
【００１５】
　また、購入者情報保存部６はコンテンツの購入者の購入に関する情報が保存されている
が、取り扱うコンテンツの種類や独自の提供条件などがある場合には、たとえば購入者の
年齢や性別などの個人情報も同時に保存してもよい。
【００１６】
　図２に示すフロー図は、図１に示した動画保存部５に新規に動画を保存する際の処理フ
ローを示している。また、図３は、動画保存部５に保存されるデータ構造の一例を示して
いる。図３では、動画を識別するための「動画ＩＤ」と、「動画ファイル名」、「購入者
リスト」、「価格」、「動画時間」、「ビットレート」、「部分数」、が示されている。
また、動画の各部分の開始位置を特定するための情報として、「部分ＩＤ０～Ｎ」に対し
て、各部分の開始位置（秒数）が割り付けられている。動画保存部５は、本発明のコンテ
ンツ記憶手段に対応する。また、図４は、購入者情報保存部６に保存されるデータ構造の
一例を示している。図４では、動画を購入したユーザのユーザＩＤである購入者ＩＤごと
に、動画を購入した回数と、購入した代金の合計を保存している。
【００１７】
　まず、図２のＳ１において、管理者が管理者端末１を介して、動画ファイルを送信する
とともに、その動画ファイルと価格と動画時間とビットレートも同時に、送信する。
【００１８】
　次に、Ｓ２において、受信した動画ファイルに動画ファイル名と動画ＩＤを付与し、動
画ファイルと動画ＩＤと動画ファイル名と価格と動画時間とビットレートを動画保存部５
に保存する。
【００１９】
　次に、Ｓ３において、動画ファイルを解析し、以下のａ～ｃのうちのいずれかの方法、
または、組み合わせた方法によって部分を認識して分割する。Ｓ３は、本発明のコンテン
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ツ分割手段に対応する。
【００２０】
　ａ．動画の一定時間（例えば、１０秒）が経過するごとに部分として分割する
　ｂ．動画の音声部分の音量が一定のレベル（例えば、数ｄＢ）を下回るごとに部分とし
て分割する
　ｃ．動画のカット点抽出を行い、動画が切り替わるごとに部分として分割する
　なお、ａ．からｃ．の分割方法は一例であり、動画を複数の部分に分割できれば他の方
法であってもよい。
【００２１】
　次に、Ｓ４において、分割した部分の総数を、動画保存部５の当該動画ＩＤ行の部分数
として保存し、分割した各部分の開始時間を動画保存部５の各部分ＩＤの列に保存し、終
了する。
【００２２】
　次に、図１に示した動画配信サーバ３が実行する処理フローを、図５を参照して以下に
説明する。
【００２３】
　まず、Ｓ１０にて、ユーザがユーザ端末２を介して送信するログイン情報（ユーザＩＤ
）を待つ。Ｓ１０は、本発明のログイン手段に対応する。なお、ここでは、送信されたユ
ーザＩＤの認証が成功したこととする。　
　次に、Ｓ１１にてユーザがユーザ端末２を介して送信する未購入リスト表示要求を待つ
。
【００２４】
　次に、Ｓ１２にて未購入リスト要求表示を受信した場合、動画保存部５に保存されてい
る動画のうち、当該ユーザＩＤが購入者リストに記載されていない動画の動画ＩＤを一覧
にしてユーザ端末２に送信する。なお、購入者リストに記載されているユーザＩＤを購入
者ＩＤという。
【００２５】
　次に、Ｓ１３にて、ユーザがユーザ端末２に動画ＩＤを入力して送信する購入要求、ま
たは、試聴要求を待つ。Ｓ１３は、本発明の出力要求入力手段に対応する。
【００２６】
　次に、Ｓ１４にて、購入要求を受信した場合、「新規購入」のフローへ進み、一方で試
聴要求を受信した場合は「試聴」のフローへ処理が進む。
【００２７】
　まず、「新規購入」のフローについて、図５を参照して以下に説明する。
【００２８】
　Ｓ１８にて、管理者端末１に購入要求を送信する。
【００２９】
　次に、Ｓ１９にて、管理者が管理者端末１を介して送信する購入了承・購入拒否を待つ
。このＳ１９のステップにおいて、購入拒否を受信した場合、ユーザ端末に「購入不可」
のメッセージを送信する。一方、購入承認を受信した場合、動画保存部５の購入者リスト
に、該当する購入者ＩＤを追加する。また、購入者情報保存部６の当該購入者ＩＤの購入
回数を１回増加して更新し、購入代金合計に価格を足して更新し、ユーザ端末１に「購入
完了」のメッセージを送信して終了する。なお、購入了承・購入拒否の判断を管理者が行
わず、公知の技術であるクレジットカード決済技術等を用いて、システムが自動で判断す
る構成とすることも可能である。購入者情報保存部６は、本発明の貢献度記憶手段に対応
する。購入回数や購入代金合計は、本発明の貢献度に対応する。
【００３０】
　次に、「試聴時」のフローについて、図５を参照して説明する。
【００３１】
　まず、Ｓ１５にて、購入者情報保存部６の当該購入者ＩＤの各情報から、試聴可能な範



(7) JP 2010-9194 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

囲を示す試聴量を以下のａまたはｂのいずれかの方法、または、組み合わせた方法によっ
て算出する。
【００３２】
　ａ．購入回数から算出する場合
　　　試聴量（％）＝ＤｅｍｏＭＡＸ（％）×購入回数（回）÷ＵｓｅｒＭＡＸ（回）
　ｂ．購入代金合計から算出する場合
　　　試聴量（％）＝ＤｅｍｏＭＡＸ（％）×購入代金合計（円）÷ＵｓｅｒＭＡＸ（円
）
　ＤｅｍｏＭＡＸは、管理者が許可する試聴可能な最大の量を動画全体に対する割合で表
した値であり、ＵｓｅｒＭＡＸは、その最大の量に達するに必要なユーザの購入回数、あ
るいは、購入代金合計を表した値であり、管理者が所望する値を予め決定し動画配信サー
バ３に保存しておく。
【００３３】
　試聴量を算出する具体的な例を説明する。ここでは、上記ａ．の方法で算出することと
し、ＤｅｍｏＭＡＸが５０％、ＵｓｅｒＭＡＸが１０回と設定されていることとし、その
上で、図４に示す購入者ＩＤ：Ｕ００１のユーザが、図３に示す動画ＩＤ：Ｄ００９を試
聴する場合の試聴量を算出するときの例を説明する。
【００３４】
　図４を参照すると、購入者ＩＤ：Ｕ００１のユーザは、購入回数が２回であるため、試
聴量は、以下の式で算出され１０％となる。
【００３５】
　試聴量＝５０％×２回÷１０回＝１０％
　ＤｅｍｏＭＡＸ、ＵｓｅｒＭＡＸは、動画ＩＤごとに決定して、動画保存部５に保存し
ておく構成とすることもできる。また、上記ａ．とｂ．は一例であり、購入回数、または
、購入代金合計、または、その両方から試聴量が算出できれば他の算出方法でもよい。
【００３６】
　購入回数は、以下のように算出することも可能である。まず、購入者情報保存部６に図
６に示すような購入履歴情報を保存しておく。一定期間ごとにカウントする購入回数の最
大値を設けることで、短期間に大量のコンテンツを購入したユーザに、多くの試聴量を与
えることを避けることが可能となる。例えば、１日にカウントする最大購入回数を１回と
制限すると、図６の購入履歴の場合、購入者ＩＤ：Ｕ００１のユーザの購入回数は、３回
となる。この構成により、短期間に大量のコンテンツを購入したユーザに、多くの試聴量
を与えることを避けることが可能となる。
【００３７】
　また、同一コンテンツを複数回購入しても、購入回数は１回とカウントするという制限
を設けることで、同一のコンテンツのみを複数回購入したユーザに、多くの試聴量を与え
ることを避けることが可能となる。例えば、図６の購入履歴の場合、購入者ＩＤ：Ｕ００
１のユーザの購入回数は、４回となる。
【００３８】
　また、現在の日時から一定期間前のみの購入履歴を用いて購入回数をカウントするとい
う制限を設けることで、最近の貢献度のみを試聴量に反映することが可能となる。例えば
、１ヶ月前までの購入履歴のみをカウントすると制限し、現在の日付が２００８年２月３
日とすると、図６の購入履歴の場合、購入者ＩＤ：Ｕ００１のユーザの購入回数は、２回
となる。他に、購入代金合計にも上記と同様の制限を設けることが可能である。
【００３９】
　次に、図５のＳ１６にて、算出した試聴量と、動画保存部５の当該動画ＩＤの各情報と
から、試聴可能な箇所を以下のａ．～ｃ．のうちのいずれかの方法、または、組み合わせ
た方法によって決定し、試聴コンテンツを作成する。
【００４０】
　ａ．動画時間から決定する場合は、任意の開始位置から「当該動画の動画時間×試聴量
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」が経過した時点までの箇所を試聴コンテンツとする。
【００４１】
　ｂ．部分から決定する場合は、任意の開始位置から部分を順に選択するか、または、任
意の部分を選択するかのいずれかによって、選択した部分の合計時間が「当該動画の動画
時間×試聴量」が超過するまでに選択された部分を試聴コンテンツとする。
【００４２】
　ｃ．ビットレートから決定する場合は、動画の品質を「当該動画のビットレート×試聴
量」に変換し、任意の開始位置から任意の終了位置までを試聴コンテンツとする。
【００４３】
　ここで、任意の開始位置、任意の終了位置、任意の部分は、管理者が所望する値を予め
決定し動画配信サーバ３に保存しておく。これらの値は、動画ＩＤごとに決定して、動画
保存部５に保存しておく構成とすることもできる。また、上記ａ．～ｃ．は一例であり、
動画時間、部分、ビットレートのいずれか、または、その組み合わせから試聴可能な箇所
が決定できれば他の決定方法でもよい。
【００４４】
　ここで、試聴可能な箇所を決定する具体的な例を説明する。ここでは、上記ｂ．の方法
で決定するとし、動画の開始位置（０秒）から部分を順に選択していく方法を取ることと
する。
【００４５】
　図４に示す購入者ＩＤ：Ｕ００１のユーザが、図３に示す動画ＩＤ：Ｄ００９を試聴す
る場合の試聴可能な箇所を決定する。このときの試聴量は、前述の算出例の通り、１０％
であるとする。
【００４６】
　図３を参照すると、動画ＩＤ：Ｄ００９の動画が動画時間が５００秒であり、動画の開
始位置から、動画時間が５０秒（５００秒×１０％）を超過するまで、部分を選択してい
くので、部分ＩＤ：０と部分ＩＤ：１が試聴可能な箇所として決定される。
【００４７】
　次にＳ１７にて、作成した試聴コンテンツをユーザ端末に送信して終了する。
【００４８】
　上記のＳ１５～Ｓ１７は、本発明のコンテンツ出力手段に対応する。
【００４９】
　以上説明した第１の実施の形態によれば、アクセス権の無いコンテンツをユーザが閲覧
しようとしたときに、コンテンツを一部公開して試聴可能とする場合に、そのユーザが既
にアクセス権を持つ他のコンテンツの量によって、試聴範囲を変動させることができる。
　
　すなわち、過去に多く購入していれば、多くの範囲を試聴できるので、ユーザにとって
は、過去にそのコンテンツ管理者に多くの貢献をしていれば、多くの部分を試聴できるこ
とになる。またコンテンツの管理者にとっては、過去の行動から今後の貢献が期待できる
ユーザに対してのみ試聴範囲を拡大することができる。
【００５０】
＜第２の実施の形態＞
　図７に、本発明の第２の実施の形態の構成図を示す。この図７には、管理者端末１と、
情報ネットワーク４と、ユーザ端末２と、動画配信サーバ３と、動画保存部５と、キーワ
ード保存部７と、が示されている。
【００５１】
　このような図７の構成において、動画保存部５（詳しくは図３に示す）に新規に動画を
保存し、キーワード保存部７に当該動画のキーワードを保存する際の処理フローを図８に
示し、作成されるデータの一例を図９に示す。なお、第２の実施の形態では、図３に示し
た動画保存部５と、これから図９に示すキーワード保存部７とを合わせたものが、本発明
のコンテンツ記憶手段に対応する。
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【００５２】
　まずＳ３０において図２で示すＳ１～Ｓ４までの処理を実行する。次にＳ３１にて分割
した各部分に対して、下記のａ、ｂいずれかの方法、または、組み合わせた方法にて、テ
キストを抽出する。ａ．公知の技術である音声認識処理を動画の音声部分に対して実施し
、動画内で発話されている内容をテキストに変換する。ｂ．公知の技術であるテロップ認
識処理を動画に対して実施し、動画内で表示されている字幕をテキストに変換する。
【００５３】
　次にＳ３２にて、抽出されたテキストに対して、公知の技術である形態素解析処理を用
い、単語列に分割する。
【００５４】
　次にＳ３３にて、分割された単語列から不要な単語を除去し、当該部分のキーワードと
する。不要な単語の除去方法には、例えば、以下のａ、ｂいずれかの方法、または、組み
合わせた方法による。
【００５５】
　ａ．名詞以外を除去する、助詞・助動詞を除去する、など品詞情報を利用する。
【００５６】
　ｂ．公知の技術であるｔｆ・ｉｄｆ法などの頻度情報を利用し、頻度スコアが一定値以
下のものを除去する。
【００５７】
　次に、Ｓ３４にて、分割した各部分に対して、下記のいずれかの方法、または、組み合
わせた方法にて、人物名をキーワードとして抽出する。
【００５８】
　ａ．公知の技術である、音声からの話者認識処理を用いて、動画内で発話している人物
名を特定し抽出する
　ｂ．公知の技術である、動画からの顔認識処理を用いて、動画内に表示されている人物
名を特定し抽出する
　Ｓ３１～Ｓ３４は、本発明の特徴語抽出手段に対応する。抽出されたキーワードは、本
発明の特徴語に対応する。
【００５９】
　次に、Ｓ３５において、抽出されたキーワードごとに、キーワード保存部７の当該動画
ＩＤの行、当該キーワードの列の位置に、抽出した部分の部分ＩＤを保存し、終了する。
【００６０】
　次に、図７に示した本発明の第２の実施の形態の構成図に示した動画配信サーバ３の処
理フローを、図１０を参照して説明する。新規購入時のフローは図５にて説明したとおり
であるため、図１０では省略している。以下では、試聴時のフローのみを説明する。
【００６１】
　図１０に示す試聴時のフローとして、
　まず、Ｓ１０～Ｓ１３までのステップは図５にて説明した通りである。
【００６２】
　次に、Ｓ４０にて、動画保存部５を参照し、試聴を要求された動画ＩＤ以外の動画につ
いて、購入者リストに当該購入者ＩＤが保存されている動画ＩＤを抽出する。
【００６３】
　次に、Ｓ４１にて、キーワード保存部７を参照し、抽出された全ての動画ＩＤに含まれ
るキーワードを抽出する。
【００６４】
　次に、Ｓ４２にて、キーワード保存部７を参照し、抽出されたキーワードが、試聴を要
求された動画ＩＤのキーワードに保存されている場合、キーワード保存部７に保存されて
いる部分ＩＤを抽出する。
【００６５】
　次に、Ｓ４３にて、動画保存部５に保存されている開始位置を参照して抽出された部分
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を部分ＩＤ順に整列し、動画ファイルから当該部分を抽出してつなぎ合わせた動画ファイ
ルを試聴コンテンツとして作成する。
【００６６】
　次に、Ｓ４４にて、作成した試聴コンテンツをユーザ端末に送信して終了する。
【００６７】
　第２の実施の形態では、上記のＳ４０～Ｓ４４が、本発明のコンテンツ出力手段に対応
する。
【００６８】
　ここで、試聴コンテンツを作成する具体的な例を説明する。図３に示す購入者ＩＤ：Ｕ
００１のユーザが動画ＩＤ：Ｄ００９を試聴する場合の例で説明する。
【００６９】
　図３の動画保存部を参照すると、購入者ＩＤ：Ｕ００１が購入者リストに保存されてい
る動画は、動画ＩＤ：Ｄ００１と動画ＩＤ：Ｄ００２である（Ｓ４０）。
【００７０】
　次に、図９のキーワード保存部を参照すると、動画ＩＤ：Ｄ００１と動画ＩＤ：Ｄ００
２に出現したキーワードは、「ドイツ」「フランクフルト」「登山鉄道」「エベレスト」
である（Ｓ４１）。
【００７１】
　次に、図９のキーワード保存部を参照すると、動画ＩＤ：Ｄ００９において、Ｓ４１で
抽出したキーワードが出現する部分は、部分ＩＤ：０、部分ＩＤ：２０、部分ＩＤ：２５
である（Ｓ４２）。
【００７２】
　そして、図３の動画保存部を参照し、Ｓ４２で抽出した各部分の開始位置で動画を接続
し、試聴コンテンツを作成する（Ｓ４３）。
【００７３】
　なお、上記のフローで作成した試聴コンテンツが管理者の意図よりも多くの範囲を公開
してしまう場合を考慮し、第１の実施の形態で説明した試聴量の範囲で作成する構成とす
ることや、部分にキーワードが複数含まれた場合にのみ、試聴コンテンツとする構成も可
能である。
【００７４】
　以上説明した第２の実施の形態によれば、ユーザにとっては、第１の実施の形態と同等
の効果に加えて、そのユーザの興味の範囲と合致した部分が試聴できる。また、コンテン
ツの管理者にとっては、第１の実施の形態と同等の効果に加えて、そのユーザの興味の範
囲と合致した部分を試聴可能とし、より購入意欲を刺激することができる。
【００７５】
＜第３の実施の形態＞
　本発明の第３の実施の形態として、図１１、図１２を参照して書籍保存部に新規に書籍
を保存する際の処理フローを説明する。
【００７６】
　第３の実施の形態の内容は、第１の実施の形態、及び、第２の実施の形態で説明した内
容とほぼ同様であり、動画が書籍（テキスト情報）になった点のみが異なる。書籍販売サ
ービス特有の処理について説明する。
【００７７】
　まず、基本構成としては図１１に示すように、管理者端末１と、ユーザ端末２と、情報
ネットワーク４と、書籍サーバ８と、書籍保存部９と、キーワード保存部１０と、購入者
情報保存部１１と、を備えている。
【００７８】
　また、図１２に示す書籍保存部９には、「書籍ＩＤ」、「書籍ファイル名」、「購入者
リスト」、「価格」、「文書量」、「部分数」、がデータとして保存されており、さらに
部分の開始位置情報として「部分ＩＤ０～Ｎ」に対して、各部分の開始位置が割り付けら



(11) JP 2010-9194 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

れている。
【００７９】
　書籍保存部９では、書籍を部分に分割する際に取りうる手段として、ページごとに分割
する、章や節ごとに分割する、段落ごとに分割する、句点ごとに文に分割する、読点ごと
に文節に分割する、単語ごとに分割する、文字ごとに分割する、巻ごとに分割する等の方
法がある。また、一定数のページ、一定数の章、一定数の節、一定数の段落、一定数の文
、一定数の文節、一定数の文字、一定数の巻ごとに分割することも可能である。
【００８０】
　また、書籍保存部９の文書量、各部分の開始位置は、上記の各単位のいずれで保存して
もよいが、例えば、書籍の最初からの文字数を保存する。
【００８１】
　また、キーワードを抽出する処理は、動画ファイルをテキストに変換した後の処理と同
様である。
【００８２】
　第１の実施の形態の試聴時のフローにおいて、算出した試聴量と、書籍保存部９の当該
書籍ＩＤの各情報とから、試聴可能な箇所を以下のａ、ｂのいずれかの方法、または、組
み合わせた方法によって決定し、試聴コンテンツを作成する。（書籍にビットレートの概
念は無いので除く）
　ａ．文書量から決定する場合は、任意の開始位置から「当該書籍の文書量×試聴量」が
経過した地点までの箇所を試聴コンテンツとする。
【００８３】
　ｂ．部分から決定する場合は、任意の開始位置から部分を順に選択するか、または、任
意の部分を選択するかのいずれかによって、選択した部分の合計文書量が「当該書籍の文
書量×試聴量」を超過するまでに選択された部分を試聴コンテンツとする。
【００８４】
　第２の実施の形態の試聴時のフローにおいて、キーワードを元に試聴可能とする部分を
抽出する方法は同じである。また、抽出された部分ＩＤ以外の箇所は、ユーザが試聴でき
ないようにマスキングしたファイルを試聴コンテンツとして作成する。
【００８５】
　以上説明した本発明の第３の実施の形態によれば、書籍などテキストコンテンツにおい
ても、第１と第２の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００８６】
＜第４の実施の形態＞
　図１３に示すのは、本発明の第４の実施の形態を説明するための構成図であって、Ｗｅ
ｂ掲示板における実施の一形態を示している。この図１３には、管理者端末１と、情報ネ
ットワーク４と、ユーザ端末２と、掲示板サーバ１２と、記事保存部１３と、キーワード
保存部１４と、参加者情報保存部１５と、が示されている。
【００８７】
　会員制を取っているＷｅｂ掲示板では、共通の話題を持ったユーザの集合であるコミュ
ニティが形成され、ユーザは管理者の承認によってコミュニティに参加することができる
。ユーザ同志で情報の交換を行う掲示板がコミュニティ単位に設置され、ユーザが記事を
投稿する。そのコミュニティに参加していないユーザには、掲示板の内容は公開されない
。このような非公開のＷｅｂ掲示板に対して本発明を実施した例について、第１から第３
の実施の形態で説明した内容と異なる点について説明する。
【００８８】
　まず、図１４の記事保存部１３に新規に記事を保存する際の処理フローとしては、記事
の入力は、ユーザがユーザ端末２を介して行う。
【００８９】
　次に、コンテンツを分割する方法は、第３の実施の形態で述べた方法以外に、記事ごと
に分割する方法がある。図１４では、記事ごとに分割したとして、開始位置は省略してい
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る。
【００９０】
　次に、記事が投稿された場合、参加者情報保存部１５の当該参加者ＩＤの投稿記事数、
投稿文字数を更新する。第３の実施の形態で述べた方法によってキーワードを抽出し、キ
ーワードが出現した記事ＩＤをキーワード保存部１４に保存するとともに、参加者情報保
存部１５の当該キーワードの列に出現フラグ「１」を保存する（図１５参照）。
【００９１】
　第４の実施の形態にあっては、記事が、本発明にコンテンツに対応する。また、参加者
情報保存部１５が、本発明の貢献度記憶手段に対応する。また、掲示板サーバ１２は、記
事を編集するためのものであり、すなわち、本発明の編集手段に相当する。
【００９２】
　図１３に示す掲示板サーバ１２から記事を配信する場合の処理フローを説明する。
【００９３】
　すでに説明した第１の実施の形態の試聴時のフローにおける試聴コンテンツの試聴量は
、第４の実施の形態の構成おいては、参加者情報保存部１５の参加コミュニティ数、投稿
記事数、投稿文字数から算出することが可能である。参加コミュニティ数、投稿記事数、
投稿文字数は、コンテンツを編集した量を示すものであり、本発明の貢献度に対応する。
【００９４】
　また、第２の実施の形態の試聴時のフローにおいて、キーワードが一致する部分を抽出
する方法については、第２の実施の形態と同様とした場合、参加しているコミュニティの
記事すべてが対象となる。一方で、参加者情報保存部１５に保存されている参加者ＩＤご
とのキーワードを利用して、当該ユーザが投稿した記事のみを対象とすることもできる。
以下にそのフローを説明する。
【００９５】
　まず、参加者情報保存部１５を参照し、当該参加者ＩＤに対して「１」が保存されてい
るキーワードを抽出する。
【００９６】
　次に、キーワード保存部１４を参照し、抽出したキーワードが、試聴を要求されたコン
テンツＩＤに保存されている場合、出現した部分ＩＤを抽出する。
【００９７】
　そして、抽出した部分は記事単位なので、抽出された記事を試聴コンテンツとする。
【００９８】
　以上説明した本発明の第４の実施の形態によれば、Ｗｅｂ掲示板のようにユーザがコン
テンツを編集（投稿）できる場合に、そのユーザが過去に編集（投稿）した量によって、
試聴範囲を変動させることができる。すなわち、過去に多く投稿していれば、多くの範囲
を試聴できることになり、ユーザとコンテンツ管理者の双方にとって、コンテンツの編集
作業における貢献に対して、第１の実施の形態と同等の効果が得られる。
【００９９】
　なお、各実施の形態では、ユーザが試聴を所望するコンテンツを指定する構成を例にと
ったが、ＴＶ放送のＣＭのように、管理者側が試聴してもらいたいコンテンツを指定し、
ユーザ端末に出力する構成を取ることも容易である。
【０１００】
　また、第１、第２の実施の形態では、動画配信サービスにおける例を示したが、楽曲や
講演音声など音声ファイルを配信するサービスにおいても、同様の構成が可能である。
【０１０１】
　以上説明した実施の形態によれば、ユーザごとに設定された範囲において電子コンテン
ツの試聴を可能に制御するための電子コンテンツの公開範囲制御システムを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
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【図１】本発明の第１の実施の形態の構成図を示す。
【図２】動画保存部に新規に動画を保存する際の処理フローを示す。
【図３】動画保存部に保存されるデータ構造の一例を示す。
【図４】購入者情報保存部に保存されるデータ構造の一例を示す。
【図５】動画配信サーバが実行する処理フローを示す。
【図６】購入回数の算出方法の他の一例を示す。
【図７】本発明の第２の実施の形態の構成図を示す。
【図８】動画保存部に新規に動画を保存する際の処理フローを示す。
【図９】動画保存部に新規に動画を保存した際にキーワード保存部に作成されるデータの
一例を示す。
【図１０】本発明の第２の実施の形態の構成図に示した動画配信サーバの処理フローを示
す。
【図１１】書籍保存部に新規に書籍を保存する際の構成図を示す。
【図１２】書籍保存部に保存されるデータ構造の一例を示す。
【図１３】本発明の第４の実施の形態を説明するための構成図を示す。
【図１４】記事保存部に保存されるデータ構造の一例を示す。
【図１５】参加者情報保存部に保存されるデータ構造の一例を示す。
【符号の説明】
【０１０３】
　１…管理者端末
　２…ユーザ端末
　３…動画配信サーバ
　４…インターネット（ネットワーク）
　５…動画保存部
　６…購入者情報保存部
　７、１０…キーワード保存部
　８…書籍サーバ
　９…書籍保存部
　１１…購入者情報保存部
　１２…掲示板サーバ
　１３…記事保存部
　１４…キーワード保存部
　１５…参加者情報保存部
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